
第
二
節

奈
良
町
の
す
が
た

奈

良

の

町
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近
世
初
頭

の
奈
良
町
は
、
奈
良
回
り
八
か
村
を
除
き

一
〇
〇
町
と
、

町

の

数

じ
か
た

地
方
町
二
五
町
、
そ
れ
に
社
寺
下
の
数
十
町
を
あ
わ
せ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
表
39
の
と
お
り
に
、
町
数
が
相
当
ち
が

っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
町
数

の

計
算
の
し
か
た
が
異
な
る
か
ら
の
よ
う
だ
。

総
奈
良
町
の
な
か
の
社
寺
下
に
属
す
る
町
数
の
合
計
は
、
延
宝
八
年

(ニ
ハ八〇)
で

は

六

〇
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
後

は
六
四
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
内
訳
は
、
大
乗
院
門
跡
下
の
二

町
、
興
福
寺
下
三
六
町
、
興
福
寺
成
身
院
下
六
町
、
法
雲
院
下

一
町

(枇
璽

動
櫨
曠
齲
持
訐
深
猷

蕊
あ
)、

春
日
社
家
祢
宜
下

一
二
町
、
東
大
寺
下
の
三
町
、
東
大
寺
観
音
院

.
般
若
寺
下

の

入
組

一
町
、
南
都
御
朱
印
寺
十
三
か
寺
下
の
三
町
あ
わ
せ
て
六
四
町
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
奈
良
町
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め

一
〇
〇
町
と
定
め
ら
れ
た
が
、
し
だ
い
に
人

口
も
家
数
も
増
加
し
、
町
の
分
割
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

『奈
良
坊
目
拙
解
』

に
、各
町
の
説
明
と
り
わ
け
木
辻
町
の
周
辺
の
町
に
つ
い
て
慶
長
、寛
永
年
中

(
一五
九
六

～
一⊥ハ四
三
)

奈 良 町 数

奈朗 櫞 圃

表39

「惣町中諸事覚帳」
「興福寺雑記」

「惣町中諸事覚帳」
r奈良地誌』

r京都御役所向大概覚書』

「細井因幡守様御改」

「奈良町役名付帳」

旧r奈 良市史』

町
188

202
(205)

202

嬲

鯔

筋

町
鵬

魏

創

凱

班

通

延 宝8年
(1680)

元 禄11年
く1698)

正 徳4年
(1714)

享 保13年
く1728)

享 和3年
く1803)

安 政4年
く1857)
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表40総 奈 良 町 表 (享和3年 「奈良町役名付帳」高木又兵衛控)

大和国添上郡之内205町

奈良町
油留木町 押上町 南半田東町 北半田東町 川久保町 今小路町 中御門町

東笹鉾町 東包永町 手貝町 西手貝町 川上出屋鋪町 東之坂町 北御門町

今在家町 野田町 興善院町 奈良坂町 鶴福院町 不審ケ辻子町 中院町
鵲町 公納堂町 福智院町 十輪院畑町 十輪院町 川之上突抜町 川之上町

築地之内町 納院町 薬師堂町 毘沙門町 芝突抜町 紀寺町 中新屋町 芝
新屋町 元興寺町 井上町 中辻町 脇戸町 高御門町 陰陽町 西新屋町
三棟町 木辻町 鳴川町 花園町 瓦堂町 京終町 京終地方東側町 京終地

方西側町 城戸村 南城戸町 南中町 南袋町 南風呂町 小太郎町 南新町

柳町 南魚屋町 杉ケ町 東寺林町 西寺林町 今御門町 池之町 南市町
元林院町 橋本町 樽井町 餅飯殿町 光明院町 下御門町 勝南院町 北室
町 阿字万字町 東城戸町 椿井町 角振町 角振新屋町 上三条町 奥子守

町 寺町 北向町 本子守町 小川町 西城戸町 北風呂町 馬場町 東向南
町 東向中町 西御門町 小西町 林小路町 高天町 漢国町 中筋町 東向

北町 大豆山町 大豆山突抜町 坊屋敷町 花芝町 宿院町 鍋屋町 半田突
抜町 北小路町 南半田西町 南半田中町 北半田西町 北半田中町 半田横

町 押小路町 後藤町 北魚屋東町 北魚屋西町 西笹鉾町 北川端町 北袋
町 西包永町 高天市町 高天市百姓方 坂新屋町 奥芝町 西新在家号所

西新在家町 東新在家町 菖蒲池町 内侍原町 芝辻町 畑中村 船橋町 北
市町 北市地方町 北法蓮町 円慶屋鋪 下三条町 今辻子町 百万ケ辻子町
西之坂町 油阪町 油阪地方町

大乗院御門跡境内
北天満町 片原町

南都興福寺下
三条村…今井町 細川町 三条横町 三条東町 三条西町 弥勒堂町 三綱田町

木辻村…浄言寺町 中町 瓦町 五軒町 八軒町 十三軒町 綿町
紀寺村…田中町 草小路町 中通町 新屋鋪町 七軒町 紀寺東口町 笠屋町

六軒町 十輪院町 地蔵町 下清水南側町 上清水四軒町

清水村…上清水町 中清水町 下清水町 中天満町 久保町 上清水横町

登大路村…登大路町
南都興福寺 下入組
春日社家并祢宜

高畠村…破石町 松南院横町 西福井町 東福井町 下高畠町 閼伽井町 頭
塔町 高井町 丹坂横町 上清水二軒町 高畠町 上高畠町 新薬師
町 松南院町 客養寺町 勝願院町 新開町 丸山町 丹坂町 北之
大道町 東野田町 西野田町

南都東大寺下
水門村 野田村 雑司村

南都東大寺観音院
同般若寺 下入組

般若寺町
南都御朱印寺十三ケ寺下

肘塚町 椚町 竹花町
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に
増
加
し
た
と
か
、
あ
る
い
は

「
寛
文
年
以
降
、
逐
年
人
家
建
続
為
二通
町
一」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
あ
と
で
述
べ
る
元
和
五
年

(
ニハ一九)
の
奈
良

の
大
火

「南
焼
け
」
や
宝
永
元
年

(
一七〇四
)
の
火
災
の
あ
と
に
、
新
し
い
人
家
が
建

ち
新
町
が
加
わ

っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
奈
良
奉
行

の
細
井
因
幡
守
(享
保
十
一～
十
四
年

一七
二
六
～
一七
二
九
)
の

「御
改
め
」
と
い
う
記
録
(船
駄
館
鎌
」)

に
よ
る
と
、
奈
良
町

一
二
五
町

の
ほ
か
に
北
半
田
中
町

・
大
豆
山
突
抜
町

・
油
坂
地
方
西
町

・
京
終
地
方
西
町

.
東
笹
鉾
町

.
東
包
永

町

・
北
川
端
町

・
西
手
貝
町
の
八
町
増
と
な

っ
て
い
て
、
こ
れ
が
奉
行
所
か
ら

「諸
事
掛
り
物
」
が
か
か
る

二
…
二
町
に
な
る
わ
け
で

あ

る
。
そ

の
ほ
か
に
白
山
ヶ
辻
子
町

・
西
新
在
家
号
所
の
免
許
屋
敷
の
二
町
と
、
御
役
御
免
の
三
町
あ
わ
せ
て
、

五
町
分
が
加
え
ら
れ

て

二
ご
八
町
で
あ
る
。
さ
ら
に
南
都
代
官

の
年
貢
地
で
あ
る
奈
良
坂
町

・
城
戸
村

・
川
上
出
屋
敷
町
の
三
町
分
が
あ
る
の
で
、
計

1
四

一
町
が

奈
良
町
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
さ
き
に
述
べ
た

社
寺
下
六
四
町
を
加
え
て
二
〇
五
町
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て

「細

井
因
幡
守
様
御
奉
行
之
節
御
極
被
レ成
候
、
二
百
五
町
也
」
(
「大
宮
兼
守

氏
文
書
」

)
に
お
ち
つ
い
た
の
で
あ

っ
た
。
な
お
、

奈
良
町
を
大
き
く
上
之
町

・
中
之
町

・
下
之
町
に
分
け
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

こ
こ
に
奈
良
町
の
お
ち
つ
い
た
こ
ろ
の
二
〇
五
町
を
表
40
で
示
し
て
お
こ
う
。

さ
て
、
奈
良
町
の
戸
数
と
人
口
に
つ
い
て
は
、
表
41
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
表
で
わ
か
る
が
、
家
数

。
人
口
と

戸

数

と

人

口

も
に
、
元
禄

の
こ
ろ
(ト
亠獸
叭
三
)を
頂
点
と
し
て
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
く
。
戸
数
六
〇
〇
〇
余
、
人

旦
二
万
五
〇

〇
〇
余
、
こ
の
近
世
奈
良
と
し
て
は
最
高
で
あ

っ
た
元
禄
期
は
、
東
大
寺
大
仏
殿
再
建

の
と
き
に
あ
た
り
、
江
戸
時
代
で
奈
良
の
町
が

も

っ
と
も
賑
わ

っ
た
と
き
で
あ

っ
た
。
そ

の
の
ち
は
代
表
的
産
業
の
奈
良
晒
や
酒
造
業
も
衰
え
、
幕
末
に
は
戸
数
約
五
〇
〇
〇
、
人
口

二
万
人
あ
ま
り
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

総
奈
良
町
は
元
禄
十

一
年

(
=ハ九八)
の
調
査
で
は
奉
行
支
配
の
一
三
七
町
、

社
寺
支
配
の
六
八
町
の
計
二
〇
五
町

町

の

大

き

さ

で
、
こ
こ
に
神
社
六
〇
、
寺
六
二
(○ほ
ゆ
歟
毓
欹
峙
艸
恠
)、
辻
堂
二
七
が
あ

っ
た
。
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()内 の上は男子、下は女子を示す奈 良 町 の 戸 数 ・人 口表41

延 享 元 年 安 政4年

C1744)IC1857)

元文5年

C1740)

享 保14年

(1729)

正 徳4年

01714)

元 禄11年

01698)

寛永8年

(ユ631)

人

20,661

16,004

旧r奈 良市史 』

　
　

　

　

裸

翻 
厂
人

軒

3,132

人

20,081
9>691
110,390
「奈良町宗旨御改

人数
書」

軒

3,123

人

22,146

(1°,69311
11>453

「細井因幡
守殿御在役
御吟味」

人
0
渺

役
覚

 

繍

職野

軒

6,259

4,459

10,284

7,311

..

3,123

人

35,369

(16>382118,987

　
　
み

　
タ

調
鷲

黜
諷

り
ね
　

6

1
1

惣
覚
地

9
白
ー

厂
事
良

軒

6,582

4,782

9,400

7,054

3,121

人

34,985

(16,46418,521)

25,054

(11,78413,270)
「奈良町公
役之其外聞
書之覚」

 

総
町

総
町

総
町

数

数

家

家

竈

役

人 数 総

町

巻
末
の
付
表
6
は
記
録

に
み
え
る
各
町
の
家
数
な
ど
を
あ
げ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
は
親
町
と
子
町
、
元
町
と
枝
町

の
関
係
な
ど
が
複
雑
に
あ

ら
わ
れ
、
現
実

に
は
二
〇
五
町
以
上
に
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
元
禄
二
年

(
一六発
)
に
も

っ
と
も

大
ぎ
か

っ
た

町
は

京
終
町
九
三
軒
、
高
畑
町
八
〇
軒
、
中
辻
町
七
九
軒
と
な

っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
町
は
、

い
わ
ぽ
奈
良
町

の
周
辺
の
町
で
、
中
辻
町
や
京
終
町
は
奈

良
町
か
ら
南

へ
の
び
る
古
く
か
ら

の
中

つ
道
に
あ
た
り
、
高
畑
町
は
東
山

中

へ
の
ぼ
る
道
筋
で
、
い
ず
れ
も
高
札
場
が
あ

っ
て
、
人
馬
の
往
来
も
多

い
町
で
あ

っ
た
。
奈
良
町
の
中
央
部
で
は
名
産
奈
良
晒
に
関
係
あ
る
業
者

奈良町公役之其外聞書之覚(天理図書館蔵)
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元興寺町 のあた りr大 和名所図会』

の
多

い
南
城
戸
町
七
二
軒
、

東
城
戸
町
五
四
軒
が
大
き
な
も
の
で
あ
る
が
、

享
保
十
四
年

(一七二九)

の
調
べ
で
は
、
こ
れ
ら
の
町
は
い
ず
れ
も
家
数
が
減
少
し
て
い
る
。
小
さ
い
町
と
し
て
は
、
塔
の
内

町
二
軒
、
三
棟
町

・
南
法
蓮
町

・
百
万
辻
子
の
各
六
軒
が
あ
る
。

な
お
、
表
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
が
、

延
宝
検
地

(ニ
ハ七九
)
で
は
、
村
検
地
帳

に
地
方
町
も
記
載
さ

せ

「南
都
町
屋
敷
」
除
地
と
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
は
法
制
的
に
は
村
で
あ
り
な
が
ら
町

の
扱

い
を
受
け
て
、
そ
こ
に
住
む
人
た
ち
は
農
民
で
あ
る
が
、
そ
の
実
体

は
町
民

・
旦
雇
の
人
が
大
部
分

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
、
油
坂
村
の
よ
う
に
屋
敷
地
は
全
く
な
く
、

田
畠
だ
け
と
い
う
例

も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
町
の
大
き
さ
が
変
化
し
て
い
る
例
と
し
て
餅
飯
殿
町
を
み
る
と
、
背
中
合
わ
せ

の
椿
井
町
の
民
家
が

の
び
て
、
餅
飯
殿
町
裏
手
あ
る
い
は
表
通
り
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
も
あ

っ
た
よ

う
で
、
こ
れ
が

の
ち
に
横
椿
井
町
と
な

っ
て
い
る
。

い
ま
、
奈
良
の
町
は
統
廃
合
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
江
戸
時
代
の
状
況
は
直
接
に
は
理
解
し
に
く

い
が
、
さ
い
わ
い

一
部
で
は
あ
る
が
天
理
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
町
図
が
あ

る
の
で
、
巻
末
の
付

表
9
に
参
考
の
た
め
こ
れ
を
か
か
げ
て
お
こ
う
。
こ
の
図

の
年
代
は
不
明
で
あ

る
が
江
戸
時
代
中
期

以
後
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

奈
良
の
ま
ち
は
、
社
寺
の
境
内
と
そ
の
近
辺
に
発
達
し
た
も

の
で
、
江
戸
時
代

の
初
期
に
は
、
お
よ
そ
、
い
ま
の
町
名
が
成
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
、
町
名
に
は
寺
社
に
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
町
名

の
伝
承
に
つ
い

て
は
省
略
す
る
が
、
町
名
の
お
も
な
由
来
に
よ

っ
て
こ
れ
を
分
類
し
て
み
ょ
う
。

町

の

な

ま

え
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1

寺
社
堂
舎
の
地
域
ま
た
は
付
属
物
に
ち
な
む
も
の

し
ゆ
く
い
ん

な

し
は
ら

①

春
日
社
系

宿

院

内
侍
原

に
し
み
か
ど

が
ん
り
い
ん

し
よ
う
な
み

②

興
福
寺
系

西
御
門

花
芝

元
林
院

鶴
福
院

勝
南
院

光
明
院

菩
提

餅
飯
殿

寺
林

③

元
興
寺
系

元
興
寺

福
智
院

地
蔵

+
輪
院

中
院

雌
鸚

南
室

饑

公
墾

薬
曁

毘
沙
門

瓦
堂

脇
戸

高

つ

じ

の
う
ち

御
門

下
御
門

今
御
門

築
地
之
内

花
園

て
が
い

ぞ
う
し

④

東
大
寺
系

北
御
門

転
害

中
御
門

水
門

雑
司

新
薬
師

興
善
院

⑤

そ
の
他

鐸

欝

肇

飜
韓

)
天
満

籬

豚
礬

灘
韆

躰
い
)
井
上
(縫

)
笹
籌

鑼

に)
紀
寺

法
蓮

じ
よ
う
ご
ん
じ

び
や
く
こ
う
じ

(鼕

浄
言
寺

法
華
寺

白
毫
寺

福
井
(嚇
空
)
草
小
路
(饕

離

駕
)

2

社

人

・
寺
人
そ

の
他
寺
社

に
ゆ

か
り

の
も

の

頭
塔
釜

齦
(鱈
山蕨

.廊
(雛

鑵

諜

晶

縫

添

雛

通
盡

難

輾

)

3

職
業
な
ど

に
ち
な
む
も
の

た
か
ま
い
ち

①

南
市

北
市

高
天
市

②

魚
屋

鍋
屋

篷

瓦

綿

木
辻
(材
木
屋

)
饑

簿
(敷
)
麟

(鶴

鰤
)
油
坂
(黷

の
)
塁

軆

が
)
後
墜

金
工
)
幸
(飜

驤

能
緜
彗
)

4

役
人
に
よ
る
も
の

坊
屋
敷
(藤
撒
廓
行
)

小
太
郎
(荊
融
脚
睦
)

5

地
理
に
よ
る
も
の

丹
坂

東
之
坂

奈
良
坂

西
之
坂

川
上

山
上

小
川

鳴
川

細
川

川
端

窪
(久
保
)

袋

中
筋

中
辻

芝
辻

今
辻
子

東
向

片
原

吐
田
(半
田
)

橋
本

高
畠

6

名
所
ま
た
は
草
木
に
ち
な
む
も
の

椿
井

清
水

池
(繊
沢
)
船
橋

驀

池

、樽

杉

柳

竹
花
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第三章 奈 良町 の盛衰

表42r奈 良坊 目拙解』Y'み え る辻子

蟹 力辻子→光明院町

法界寺辻子(旧 南室ノ辻子)→ 脇戸町
ヒジ リガ

聖之辻子(非寺里之辻子 肱曲辻子)→

酉新屋町

白山辻子→白山辻子町

四ノ室辻子→元林院町

紹巴辻子→南市町

南側辻子→西寺林町

南辻子(菱屋辻子)北辻子→東寺林町

狐辻子(旧弥勒辻子)→芝突抜町

芝辻狐辻子→舟橋町

辰巳辻子(花園辰巳辻子)→元興寺町南

八屋辻子(蜂谷辻子 蜂屋辻子)→納院町

廊辻子→中辻町

絹屋辻子→東城戸町
ア セマ メ

躊大豆辻子→阿字万字町

唱門辻子 陰陽辻子→陰陽町
カ ナボウ

金房辻子→上三条町

瓜屋辻子→下三条町

常徳寺辻子→北向町

青屋辻子→小川町南

北風呂辻子 乾辻子→北風呂町

塗田辻子→柳町

塗田屋辻子→南魚屋町西

不審辻子(不志賀辻子)→不審辻子町

笠鷺辻子→鵲町

塔之内辻子→奥薬師町
ダ イジ シモダ ゥ

大事ノ辻子 下堂辻子→高畠町

神主殿辻子→井之上町

柊辻子→開之辻子町

中之辻子 喜虎辻子→丹坂町

奥殿辻子(喜乕辻子)→ 奥之辻子町

景清辻子→勝願院町

松南院ノ辻子→松南院町

霊巌院辻子→林小路町

飯田殿辻子→内侍原町

高坊辻子→油坂町

今辻子→今辻子町

百万辻子→百万辻子町

蛤辻子→尼橋町

芝辻狐辻子→(芝辻町西)

黼証㎎賭揖鮴卿ふ注

7

家
に
ち
な
む
も
の

新
屋

新
在
家

今
在
家

八
軒

町

十
三
軒
町

8

平
城
京
に
ち
な
む
も
の

き
よ
う
ば
て

三
条

京
終

登
大
路

9

そ
の
他

あ

ぜ

ま

め

城
戸
(鋼
紛
厭
口
)

阿
字
万
字
(桝
短
)

ゆ

る

ぎ

油
留
木
(躍
拗
肛
)な
ど

奈
良
町
は
伝
統

の
都
市
で
あ
る
か
ら
、

条
坊
に
沿

っ
て
つ
づ

い
た
町
並
み
は
、
人

口
が
増
加
す
る
に
つ
れ
て
、
家
屋
と
家
屋

の
間
を
小
路
で
つ
な
ぎ
、
か
つ
て
の
条
坊

の
中
央
部
に
奥
深
く
新
し
い
家
屋
が
建
て

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
奈
良
町
に

ず

し

は
辻
子
と
よ
ぼ
れ
る
小
路
が
多

い
。

『奈

良
坊
目
拙
解
』
に
み
え
る
も
の
は
表
42
の

と
お
り
で
、
そ
の
大
半
が
三
条
通
り
か
ら

南
部
に
あ
る
の
も
興
味
深
い
。
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表43 r奈良坊 目拙解』にみえ る町名 の別称

脇戸町=腋 胴
西ノ新屋町=吉 祥堂町
白山辻子町=波 久佐町
三棟町=六 棟町=誕 生寺町
樽井町=足 井 垂井
池之町=焼 跡町
勝南院町=塩 南院 正南院
芝突抜町=旧弥勒辻子俗狐辻子
納院町=八 屋辻子(蜂谷 蜂屋)
中辻町=中 津道(西 の方灯籠辻小名籠之坂町)

椚町=欅 町
竹力花町e竹 力端町

椿荊=(濳 薹町驪 。元三町(元日町))

南中町=中 城戸町
阿字万字町=阿 知麻目 阿世末女
陰陽町=唱 門辻子
綿町=旧下津道
下三条町寓(南側瓜屋辻子)
三条新屋敷町=三 条横町
本子守町=(南 北 宮ノ下町)
北向町=子 守北向町

小川町e子 守川町 伝香寺前
西城戸町=西 口町

北風呂町=北 風呂辻子
小太郎町=城 戸村出屋敷町

柳町・=来迎寺前

杉ケ町=駿 河町 椙个町
南魚屋町=新 町備方鰲靂臨ノ南町)

南新町=魚 屋新町 魚ノ店町
城戸村鑽大森村
木辻村中町=中 町
鶴福院町=北 笠鷺町(西北五軒屋)
不審辻子町=不 志賀辻子

鵲町e笠鷺催 疆難 町)

毘沙門町=毘 沙門郷
薬師堂町e(東 西 御霊ノ前町)
川之上突抜町e川 ノ上町 突抜町
紀寺新屋敷町=(南 西 七軒町東側 新屋敷 東頬町)

紀寺町==(東 西 十五堂町)

十輪院町=(北 畑町)

東十輪院町一上十輪院町(翡蟹卑輪院町)

地蔵町e雁 木町 鋸刃町
福智院町=(西 地蔵町 西頬町)
天満片原町=片 側町 片原町

北天齣=(飜 魏 纂之蕪 裏蕎天満)

上清水横町e久 保町
奥薬師町=道 音房薬師町
破石町=(南 破石 横町)
笠屋町=傘 屋町
久保町=窪 墻内 界戸 垣内 垣外
閼伽井町=閼 伽井坊町
福井町=東 福井 西福井町 福井ノ辻
井之上町=福 井町之上 高井町之上
高井町=高 井手
開之辻子町=柊 辻子
丹坂町=二 坂
奥之辻子町=奥 殿垣戸 奥殿辻子
勝願院町=景 清辻子
辻之浦町=辻 之裏 杉之町 椙之町
新開町=宮 之前町
松南院町=小名北ノ大道
積蔵院町=づL山町
花芝町=華 芝町
鍋屋町=石 屋町 石切町 黒門前
坊屋敷町e田 中町 田中町北側 宝徳
院 六軒屋
大豆山町=眉 目山 花畠ノ町
中筋町e酢 屋ノ町 花林院町
大豆山突抜裏之町e大 豆山裏町突抜町
西御門町=西 里
小西町e宝 積院町 瓦釜町
林小路町e霊 巌院辻子
高天町e高 間
高天市町=職 人方
高天市百姓町=北 之頬
北小路町e観 音堂町
油坂町=府 坂
奥芝辻町=奥 薬師 奥芝町
由留木町=油 留木
尼橋町=蛤 辻子
今小路町e宮 住町
手掻町e手 貝 天貝 転害 輾磑

カイ

転贐 手涯 手蓋 久保ノ町 窪町
北御門町e川 上村
雑司町=油 倉村
南半田西町=硫 黄屋町 古籠之町
北半田西町=権 平町
半田突抜町=尻 切町 後切町
川久保町=川 窪町
後藤町=梅 屋町
北魚屋東町=北 新町東町
北魚屋西町=北 新町西之町
北袋町=袋 町
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第三章 奈良町の盛衰

北

町

(享
保
十
五
年

一
七
三
〇

)
・
井

上

町

(或
瞰
一蘚

)

・
中

筋

町

(吠
蘇
断
三
年
)
・
福

智

院

町

の
表
現
を
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
れ
も
参
考

の
た
め
に

『奈
良
坊
目

拙
解
』
か
ら

一
ら
ん
表

に
し
て
お
こ

う

(蕪

)。

さ
て
、
各
町
の

町

と

町

家

う
ち
、
具
体
的

な
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
東
向

そ

れ

と

と
も

に
、

古

い

町

で
あ

る

か

ら

、

町

の
な

ま

え

に
も

、

い
ろ

い

ろ

な

よ

び

方

を

し

た

も

の
が

あ

る

。

ま

た

一
町

を

二
あ

る

い
は

三

に
わ

け

て
、

た

と

え

ぽ

、

北

町

と
南

町

と

し

た

り
、

東

・
中

・
西

町

に
し

た

り

、

も

と

の
町

に

た

い

し

て
、

横

町

・
出

屋

敷

・
新

屋

敷

と

名

付

け

た

り
、

さ

ら

に

は
表

町

と
裏

町

な

ど

全

く

別

個

表44享 保15年(1730)東 向 北 町 状 況

西 側 北 か ら

間 間

3×8.4半 役

2.4半 役

4.0×11.32軒 役

2.1×8.05

3.3

2.0半 役

3.1半 役

2.05×7.O半 役

2.0×7.0半 役

2.4

浄休娘

木綿屋 小市郎

国分屋 宇兵衛

桶 屋 吉兵衛

荒物屋 次郎兵衛

きせるや 忠兵衛

丸 屋 佐 助

畳 屋 勘三郎

吉兵衛母

会所屋敷

2.2×6.531軒 役 菊 屋 平 兵 衛

2・51軒 役 菊 屋 平 兵 衛

3.61軒 役 菊 屋 平 兵 衛

2.3半 役

2.2×6.45半 役

3.2号 所

3.22×7号 所

3.Ox7.1

5.12軒 役

3.4×7.1

3.OX7.1

かけものや
三郎兵衛

大 工 甚 七

畳 屋 孫四郎

京 屋 吉右衛門

紙 屋 甚 六

香具屋 市左衛門

小嶋屋 利兵衛

古着屋 吉兵衛

東 側 南 か ら

間

3

2.41軒 半役

4.4ユ 軒半役

2.5ユ 軒 役

2.01軒 役

3.3×13.1

3.4

4.3

2.4

2.3

4.2×12.4

4.0

4.5×12.5

4.3

4.2×12.4

5.1

3.1号 所

3.5

古着屋

かせや

こまや

かきや

かきや

か うや く屋 弥

さ し物や 次

まきゑや

たば こや

米 屋

米 屋

藤

たぽこや

山城屋

山城屋

衛

郎

衛

郎

郎

衛

衛

衛

衛

衛

郎

助

助

門

衛

衛

介

衛

衛

兵

兵

半

兵

丘
ハ
次

丘
ハ
三

三

丘
ハ
丘
ハ
丘
ハ
丘
ハ
丘
ハ
四

吉

藤

吉

善

善

善

次

郎

庄

久

嘉

平

平

右

久

源

坊

源

西

注 「万大帳」か ら作製、役家はもれな く記してあるとは思えないが、いまはそのまま示 した
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表45文 政2年(1819)井 上 町 状 況

東 側

中辻町か ら北へ元興寺町辻 まで

1蔚 目 会 所

2軒 目 町借家 紬 屋 伊 八

3軒 目 町借家 豊田屋 庄 七

4軒 目 借 家 空 家

5軒 目 八百屋市右衛門

6軒 目 借 家 魚 屋 と く

7軒 目 借 家 粕 屋 い よ

8軒 目 借 家 大和屋 浅 七

9軒 目 借 家 布 屋 弥兵衛

10軒 目 美濃屋 甚 助

11軒 目 新身屋 庄兵衛

12軒 目 借 家 空 家

13軒 目 俵 屋 喜 六

14軒 目 竹 屋 利 助

15軒 目 、 木綿屋伊右衛門

ユ6軒目 町借家 秋 田屋 民 助

17軒 目 号 所 興福寺衆徒

嶋 田治部

ユ8軒目 三木屋 甚 六

19軒 目 丸 屋 平 七

西 側

中辻町か ら北へ元興寺町辻 まで

1軒 目 薬 屋 金四郎

2軒 目 麹 屋 喜兵 衛

3軒 目 借 家 空 家

4軒 目 小松屋庄右衛 門

5軒 目 借 家 八百屋 惣兵 衛

6軒 目 醤油屋 平兵 衛

7軒 目 油 屋 惣兵 衛

8軒 目 油 屋 宗 七

9軒 目 借 家 空 家

10軒 目 墨 屋 嘉 吉

11軒 目 借 家 靱 屋 嘉兵衛

12軒 目 墨 屋 惣兵衛

ユ3軒目 大和屋 与 市

14軒 目 借 家 扇 子 屋 勘 七

15軒 目 借 家 空 家

16軒 目 借 家 笠間屋 利 助

17軒 目 借 家 醤油屋 善 助

18軒 目 町借家 番 人 さ わ

19軒 目 町地面

北之辻から西へ花園町まで

南側 東から

1軒 目 町借家 米 屋 長兵衛

2軒 目 町借家 醤油屋 や ゑ

3軒 目 縫 物 師 寿 仙

注 「井上町中年代記」から作製、屋号は必ずしも職業を示 していない

(吠
齷

調
年
)に
つ
い
て
、
そ
の
史
料
を
整
理
し
た
も
の
が
表
44
～
表
47
で
あ
る
。
な
お
、
餅
飯
殿
町

・
中
新
屋
町
の
ば
あ
い
を
町
絵
図
で

復
元
し
た
も
の
を
付
表
7

・
8
で
示
し
た
。
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第三章 奈良町の盛衰

表46天 保13年(1842)中 筋 町 状 況

南 の通 り 北側 東 か ら

1軒 目 清次郎
(東向北町出床)

2軒 目 菊 屋 治左衛 門

3軒 目 山城屋 甚 八

4軒 目 仲 屋 伊兵衛

5軒 目 縫 屋 平 助

南の通 り 南側 東か ら

ユ軒 目 菊 屋 次左衛 門

2軒 目(空家)槙 屋 こ う

3軒 目 米 屋 武 助

4軒 目 町 代 高 権 兵衛

5軒 目 扇 屋 長次郎

6軒 目(空家)高 権 兵 衛

南北 の通 り 東側 南か ら

1軒 目 金子屋 佐兵衛

2軒 目 俵本屋 源 助

3軒 目(空家)仲 屋 伊 兵衛

4軒 目 米 屋 忠 八

5軒 目(号所空地)井 坊 大 弐
(角振町)

6軒 目 米 屋 り よ

7軒 目 美濃屋 新 助

8軒 目 糸 屋 た み

9軒 目(借家)細 工 源 助

10軒 目 浮田屋 あ さ

11軒 目 番 人 善 吉

南北 の通 り 西側 南か ら

1軒 目 扇 屋 藤 七

2軒 目 扇 屋 藤 七

3軒 目 菊 屋 弥七郎

4軒 目 難波屋 岩 尾

5軒 目 中 沼 左 京

6轉 目 木 津 屋 辰 次 郎

7軒 目 煙草屋 さ ん

8軒 目 一・乗院宮西御所

9軒 目(借家)大 村 屋 安 次 郎

ユ0軒目(借家)墨 屋 善 助

11軒 目(空家)押 上 町 所 持

南北の通 り 中の通 りか ら北へ

1軒 目 紬屋 新右衛門

2軒 目 紬屋 新右衛門

中の通 り 南側 東か ら

1軒 目(借家)新 次 郎

2軒 目(借家)米 屋 定 七

3軒 目(空家)墨 屋 七 郎 兵 衛

4轉 目(借家)釘 屋 市 兵 衛

5軒 目(借家)山 城 屋 新 兵 衛

6軒 目(借家)縞 屋 半 次 郎

7軒 目(借家)布 屋 由 兵 衛

8軒 目(借家)伊 賀 屋 い よ

9軒 目(借家)奈 良 屋 き ぬ

10軒 目(町持)会 所

中の通 り 北側 東か ら

1軒 目(借家)松 井 浅 右 衛 門

2軒 目(空家)茶 碗屋佐久衛門

3軒 目 梅 坊 杢 武

4軒 目 河 井 勘 解 由

5軒 目 墨 屋 七 郎 兵 衛

6軒 目 墨 屋 七 郎 兵 衛

7軒 目(号所空地)墨屋七郎兵衛

8軒 目(空地)紬 屋 新 右 衛 門

9軒 目 喜 多 坊 筑 前

注 中筋町 「記録集」から作製
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表47 天 保14年(1843)福 智 院 町 状 況

北 側 東か ら

間 口 軒役

間
1軒 目 ユ3.253菊 屋 類 以

2軒 目3.261塩 屋平右衛門

3軒 目2.561(空 家)八百屋忠兵衛

4軒 目3.411紬 屋利兵衛

5軒 目2.13半 役 田原屋ち里

6軒 目3.371灰 屋清五郎

7軒 目5.075半 役 壁 屋 善 吉

8軒 目5.71大 黒屋徳兵衛

9軒 目4.01桶 屋清兵衛

10軒 目4,11(借 家)杉 田屋伊助

11軒 目4.632魚 屋小兵衛

12軒 目3.511八 百屋忠兵衛

13軒 目6.532永 屋善兵衛

14軒 目3.31永 屋 藤 七

15軒 目2.591(借 家)丹波屋宇兵衛

16軒 目2.61(借 家)畑屋武兵衛

17軒 目3.1号 所 畑屋武兵衛

18軒 目2.ユ2(町 借家)用人長太郎

南 側 東か ら

1軒 目2.51木 屋岩治郎

2軒 目3.0451敦 賀屋助治郎

3軒 目3.0451(空 家)菊 屋 類 以

4軒 目3.071大 和屋嘉兵衛

5軒 目3.632荒 物屋勘六

6軒 目3.421壁 屋善兵衛

7軒 目5.4号 所 森 田 清 守

8軒 目3.51(借 家)笠間屋喜助

間 口 軒 役

間
9軒 目4.051(空 家)紙 屋 源 七

10軒 目8.432横 田屋 吉郎 兵 衛

11軒 目17.25号 所 福 智 院式 部 卿

12軒 目3.091京 屋 利 助

13軒 目2.3251東 大 寺 八幡 神 人

14軒 目6.022紙 屋 源 七

15軒 目2.411(空 家)紙 屋 源 七

16軒 目2.5除 地 興 善 寺 内

西 側 南 か ら

1軒 目3.1半 役 大 工孫 三 郎

2軒 目3.231(借 家)岩 村屋 増 蔵

3軒 目3.31井 戸 屋 治 兵 衛

4軒 目3.31伊 賀 屋 藤 七

5軒 目2.045半 役(借 家)明 石 屋 弥蔵

6軒 目2.045半 役(借 家)菊 屋 い し

7軒 目4.0001(空 地)壁 屋 善 吉

8軒 目3.41.5(借 家)樽 屋 半 兵 衛

9軒 目3.361紬 屋 庄 兵 衛

10軒 目2.161(借 家)壁 屋 新 助

11軒 目2.51薪 屋 也 寿

12軒 目3.21備 後 屋 孫 兵 衛

13軒 目2.41布 屋 長 治 郎

14軒 目3.51讃 岐 屋 宇 吉

15軒 目2.225(町 借家)空 家

16軒 目2.225無 役 播 磨 屋 弥 四郎

17軒 目1.000(町 持)会 所

18軒 目2.225(借 家)木 屋 弥 四郎

19軒 目2.25(町 借家)空 家

注 「福智院町有文書」から作製、屋号は必ずしも職業を示していない
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各
町
は
隣
り
の
町
と
の
間
に
木
戸
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
は
じ
め
か
ら
奈
良
町

の
す
べ
て
の
町
界
に

木
戸
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ど
う
や
ら
寛
文
八
年

(ニ
ハ交
)
に
奈
良
奉
行
土
屋
忠
次
郎

の
命
令
で
常
備
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
に
か
か
げ
た

「覚
」
(天
理
図

書
館
蔵
)に
く
わ
し
い
。

木

戸

と

会

所
覚

奈
良
町
中
江
木
戸
可
在
之

場
所

に
以
前
君
無
之
儀
、
公
儀
之
御

尋
来
、
町
中
用
心
之
儀

に
候
間
、
従
此
方

不
申
付
と

い
ふ
と
も
、

立
可
申
処

二

一

油
断
相
聞

へ
候
事

惣
町

二
つ
き
木
戸
無
之
候
所
老
、
今
度
立
可
申
、
付
町
内
に
て
も
両
町
あ
ら
ず
候

バ
バ
、
木
戸
際
之
者
迷
惑
仕
共
建
之
可
申
事
、
但

、
く

い
ち

一

が
い
も
在
之
町
境
者
、
先
其
通
に
て
差
置
可
申
事

町
堺
之
か
と
に
く
い
ち
か
い
已
無
之
に
お
ゐ
て
は
、
従
先
規
木
戸
無
之
共
今
度
建
可
申
夏
、
仮
建
不
申
分
け
も
慥
在
之
者
奉
行
所
迄
可
申
来
、

一

無
分
義
を
申
自
然
其
町
無
用
心
成
義
出
来
候

ハ
ハ
、
其
町
中
再
木
戸
へ
[
凵
里
候
、
当
屋
致
之
も
の
越
度
可
申
付
事

右
之
趣
、
町
中
へ
急
度
相
触
可
申
者
也

第三章 奈良町の盛衰

花芝町北木戸図(奈良教育大学蔵)

東 向北町木戸柱根

柱の一辺は約19センチ

(奈良県立橿原考古

博物館蔵)
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〔寛
文
八
年
〕

申
三
月
十
九
日

〔土
屋
〕

忠
次
㊥

奈
良
町

年
寄
中

町

代

東
向
北
町
の
例
を
あ
げ
る
と
、
南
北
と
も
に
門
柱
を
た
て
木
戸
を
設
け
、
門

の
外
側
に
溝
を
つ
け
た
石
橋
を
か
け
て
い
る
。
先
年
、

同
町
の
北

の
東
側

の
門
柱
根
が
発
見
さ
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
同
町
は
木
戸
を
基
準
に
南
北
六
八
間
三
尺
五
寸
と
計
算
し
た
。
木
戸
の

修
理
は
ふ
つ
う
各
町
内
が
負
担
し
た
。
東
向
北
町
は
家
ご
と
に

一
〇
〇
文
ず

つ
を
支
出
し
、
軒
役
四
〇
軒
で
四
貫
文
を
集
金
し
、
三
貫

六
三
五
文
で
北
門

の
改
普
請
を
し
た
こ
と
が
あ
る
(元
文
五
年

「万
大
帳
」
)。
な
お
、
付
表
7

・
8

・
9
に
示
し
た
町
絵
図
の
な
か
の
圏
印
は
、
そ
れ

ぞ
れ
木
戸
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

各
町
に
は
会
所
が
あ

っ
た
。
会
所
は
各
町
が
そ
れ
ぞ
れ
管
理
運
営
し
た
。
『奈
良
坊
目
拙
解
』
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。

ヒ
ト

シ

凡
、
南
都
町
会
所
或

ハ
神
社

或

ハ
仏
像
堂
宇
各
有

之
、
是
天
正
慶
長
年
前
未
斉
民
屋
而
多

ハ
為
孤
邑

一
郷
、
故

二
神
宮
寺
或
艸
堂
為
会
合
所
焉
、

於
此
雖
及
町
並
繁
多
、
猶
有
其
余
風
乎
云
々

延宝6年 「井上町中年代記」

(井上町有文書)

多
く
の
町
々
に
は
も
と
桐
や
堂
が
あ
り
、
そ

こ
に
町
の
人
た
ち
は
集
ま

っ
た
が
、
や
が

て
町

の
会
所
と
し
て
独
立
さ
せ
て
い

っ
た
も
の
で
あ

る
。
町
の
人
た
ち
は
、
こ
う
い
う
会
所
に
神
仏

を
ま
つ
り
、
い
わ
ゆ
る

「
町
方
参
会
」
を
し
て

い
る
。
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第三章 奈良町の盛衰

表48井 上 町 会 所 備 品(元 禄3年6月13日 現在)

くわんおん2体

ねはん1ぷ く
(弥兵衛殿二有)

地 蔵1ぶ く

三 社1ぷ く

たた き鐘1丁

とうろ1つ

つ りとうだい1つ

香 ろ2つ

花びん2つ

心経板1つ

さげ重1組

茶弁当1組

たば こ盆2通 り

ごばん2面

せ うぎぽん1面

長'持1つ

ま く1は り

番 ま く1は り

ぬ りおけ1荷

しょくだい1つ

あん どん1つ

すだれ2軒
(内1軒清兵衛殿二有)

戸だな1つ

折 敷28

わ ん29入 前

かな色1つ

ゆせん2つ

め し次3つ

皿20

やき物皿4つ

まくら9つ

膳 組2つ

た る2つ

あ ま鉢2つ

め しびつ ユ つ

まないた3つ

半 切3つ

におけ1荷

お け2つ

あてねはんど1つ

入 子1組

舛1丁

な べ3つ

か ま2つ

小 なべ1つ

土 ひばち1つ

大太鼓1つ

とびや うし ユ つ

カ、なLう1つ

番たいこ1つ

小 刀1つ

硯 箱 ユ つ

双六ばん1組
(北のはし次郎兵衛二在)
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す
な
わ
ち
会
所
は
町
の
日
常
の
諸
事
を
処
理
す
る
場
で
あ
り
、
幕
府
や
奉
行
か
ら
の
通
達
が
読
ま
れ
、
相
互
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

も
あ

っ
た
。
会
所
は
こ
ん
な
に
重
要
な
集
会
の
場
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
種
々
の
備
品
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
例
と
し
て
表

48
に
井
上
町
の
ぼ
あ

い
を
あ
げ
て
お
こ
う
(』
椋
粮
締
破
費
眠
硲
嬾

塙
細
籵
鵜
鯑
畆
研
吐
醐
醇
黙
鷹
嫐
』
)。
井
上
町

の
会
所

は
享
和
元
年

(天
2
)
に
改

お
も
て

築
し
て
い
る
が
、
表
は
三
軒
の
借
家
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東
向
北
町
の
会
所
は
、
嘉
永
七
年
(咳
緻
玩
醉
)
の
地
震
で

大
破
し
た
の



で
、
文
久
四
年
(弍
飴
痲
嘩

に
町
内

の
木
綿
屋
喜
助
と

和
泉
屋
庄
兵
衛
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
銀

一
貫
目
を
借
り
入
れ
、

町
内

の
大
工
茂
吉
に
仕

事
を
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
の
会
所
に
は
表
門
が
あ
り
、
玄
関
六
畳
、
中
の
間
八
畳
、
奥
座
敷
六
畳
と
い
う
構
え
で
あ

っ
た
。
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町

の

し

き

た

り

お
き
て

町

の
自
治
運
営
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
会
所
で
の
寄
合
か
ら
、
町
の
規
則
が

つ
く
り
出
さ
れ
た
。
こ

れ

が

町

掟

町

掟

さ
だめ

で
、
別
に
町
式
目

・
町
定
な
ど
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
の
規
則
は
、

い
わ
ば
日
常
の
つ
き
あ

い
の
約
束
ご
と
と
も

い
え
る
も

の
で
あ

っ
た
。

享
和
三
年

(
穴
〇三
)
の
中
筋
町
の
町
定
目

(魏
鮒
鷭
誕

)
の
要
約
を
つ
ぎ
に
か
か
げ
よ
う
。

町

定

目

1

御
公
儀
様
か
ら
仰
出
さ
れ
た
御
掟

目
、
御
法
度
は
別
紙

の
御
定
目
帳
に
書

い
て
あ

る
か
ら
、
町
内

の
も

の
は
皆

々
相
守

る
こ
と
、

万

一
違
反

し

て
い
る
者

が
あ

る
と
き
は
、
近
所
両
隣
り

か
ら
役
人

ま
で
急

い
で
知
ら
せ
る
こ
と

2

何
事
に
よ
ら
ず
、
町
内

の
で
き
ご
と

は
役
人

に
よ
く
説
明
し
、
役
人
も
こ
れ

を
正
し
く
扱

う
こ
と

3

上
納
銀
や
町
入
用
な
ど
を
集
め
る
と
き

は
、
立
会
人

を
お
い
て
月
行
事
は
正

し
く
集

め
渡
す

こ
と

4

毎
月
の
晦
日
に
は
、
年
寄

・
月
行
事

は
立
会

い
の
う
え
、
町
入
用

の
計
算

を
す
る

こ
と
、
も

っ
と
も
、

年
頭

・
八
朔

・
町
掛
り
銀

・
正
月
十

四
日
受
納
銀

・
春

日
講
集

金

・
宗
旨
改
入
用
金
な
ど
、

い
つ
も
町
内

で
集
金

し
た
も

の
は
、

月
行
司

の
勘
定
帳

に
残
ら
ず
出
入
勘
定

を
記
入

し

て
お
く

こ
と

5

家
屋
舗
売
買

の
十
分

一
銀
、
表
替
銀
、

一
年
中

の
出
入
金
が
あ
る
と
き

は
、
年
寄

・
月
行
司

に
封
印
を
し
て
、

町
内

の
確
実
な
人

に
預
け

お

く

こ
と

6

年
寄

・
月
行
司

は
、
自
身
番

の
番
所

へ
時

々
見
回

っ
て
念
を
入
れ
る
こ
と
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7

年
寄

・
月
行
司

は
、
風
が
吹

い
た
と
き

は
、
と
く
に
番
所

へ
見
回

っ
て
、
火

の
用
心

に
注
意

す
る
こ
と

8

い
ろ

い
ろ
な
町
法

に

つ
い
て
は
、

ま
ず
、
印
形
帳
に
書

い
て
町
中

の
印
を
と
り
、
会
所

へ
、
差
出

す
よ
う
心
得

て
お
く

こ
と

9

町
役
人

の
加
判

を
も
ら

っ
て
質

物
を
出

し
、
銀
子
を
借

用
す

る
人
が
あ

っ
た
と
き

は
、
二
重
担
保

に
な
ら
な

い
よ
う
に
、

役
人

は
全
部
で
相

談

し
た
う
え
で
印

を
お
す

こ
と
、

そ
し
て
、
そ

の
理
由
を
帳
面

に
く
わ
し
く
書

い
て
お
く

こ
と
、
万

一
内
密

で
加
判
を
し
て
、

あ
と

で
問
題

が

お
こ

っ
て
も
、

そ
れ

は
町
内

で
責
任
を
も

た
な
い
か
ら
、
本
人

で
あ
と
し
ま

つ
を
す

る
こ
と

n

何
事

に
よ
ら
ず
、

町
内

へ
証
文
や

一
札

を
入
れ
た
ば
あ

い
、
そ

の
こ
と
を
帳
面
に
記
入

し
、

証
文
箱

に
入
れ

て
町
役
人
が
全
員

で
書
印
を
し

て
役
方

に
預

っ
て
お
く

こ
と

こ
の
ほ
か
、
新
し
く
家
を
買

っ
て
入
町
す
る
者
は
、
町

へ
の
振
舞
会
代
と
し
て
銀
三
枚
、
買
値
段

一
貫
文
以
下

の
と
き
は
銀

一
枚
を

入
町
費

の
た
て
ま
え
で
納
め
た
。
そ
し
て
入
町

の
挨
拶
を
し
て
ま
わ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
、
入
町
の
お
礼

の
振
舞
い
と
し
て

一

席

を
設
け
る
な
ど
の
習
慣
が
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
人
の
意

の
ま
ま
と
い
う
こ
と
が

一
般
的
な
方
法
で
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

町
内

は
五
人
組

の
制
度
で
相
互
扶
助
、
防
犯
な
ど
の
連
帯
が
き
め
ら
れ
て
い
た
が
、
町
定
に
は
、
家
そ
の
ほ
か

の
保
証
人
に
な
る
と

き
は
、
必
ず
町
役
人
に
相
談

の
う
え
で
引
き
受
け
る
よ
う
に
き
め
ら
れ
て
い
た
。

奈
良
町
の
入
用
は
町
代
が
勘
定
目
録
を
各
町
に
ま
わ
し
て
徴
収
し
た
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ

町

掛

り

の
町
掛
り
の
徴
収
に
つ
い
て
の
江
戸
時
代
初
期
の
具
体
的
な
よ
う
す
は
判
然
と
し
な
い
が
、
幕
末
近
く
の
史
料
で

は
多
少
明
ら
か
に
な
る
の
で
そ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
大
体

つ
ぎ

の
よ
う
で
あ
る
。

文
政
四
年

(天
三
)
の
高
木
又
兵
衛

の
手
控

(翫
鯉
鯉

に
ょ
る
と
、
「
町
懸
(掛
)目
録
」
を
差
し
出
す
よ
う
に
し
て

い
る
。

そ
れ
を
整
理

し
た
も
の
が
表
49
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
鍋
屋
町
と
鵲
町
は
大
坂
御
目
付
御
越
入
用
と
春
日
若
宮
祭
礼

・
薪
能
入
用
は
免
除
と
な

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
宿
割

の
注
(表
中
で
は
※

印
で
示
し
た
)
の
つ
い
た
町
が
四
六
町
あ
る
。

天
保
年
代
(
一八
巴
四〇
三
)
の
終
わ
り
ご
ろ
の
「町
掛
り
方
諸
覚
」
(翫
齷
魍

に
よ
る
と
、
お
な
じ
表
49
に
示
し
た
よ
う
に

一
番
か
ら
五
番
ま
で
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表49町 掛 り賦課町組 と賦課軒数

〈1番 〉

34軒 橋本町

40餅 飯殿町

42椿 井町

41角 振町

21角 振新屋町

27上 三条町

35光 明院町

29下 御門町

54東 城戸町

21.5脇 戸町

344.510町

<2番>

29軒 西御 門町

24.5小 西町

28.5東 向 中町

34.5東 向南町

28南 市町

34※ 下三条 町

28.5※ 林小路 町

26北 室町

22勝 南院 町

31中 院町

38.5中 新屋 町

27井 上町

52.5元 興寺 町

34高 御門 町

43814町

(37562:55※馨掛晶)

〈3番 〉

41軒

29

32

31

25

17

36

46

45.5

35.5

28

27

21

39

中筋町

東向北町

今御門町

高天町

高天市町

花芝町

油留木町

押上町

今小路町

手貝町

東寺林町

西寺林町

芝新屋町

西新屋町

27.5※ 鶴 福院町

27.5※ 今辻子町

46鍋 屋町

(芻鷭 入騰 く)
42※西城戸町

47※南魚屋町

22※阿字万字町

27鵲 町

儷翻 入用除く)
32※ 薬師堂 町

39,5※ 中辻 町

763.523町

(453総 挂トり、246※宿 割27鵲町46鍋屋町,)

<4番>

26軒 高天市百姓方

32.5油 坂町

39北 市町

36内 侍原町

42坊 屋敷町

19.5大 豆山町

6.5大 豆山突抜町

7

43

13

20

16

26

21

宿院町
今在家町
陰陽町

木辻町
※樽井町

※元林 院町

※池之町

17.5※ 不審辻 子町

29※ 本子 守町

28※,」.丿lf町

42※ 寺町

10※ 漢国町

38※ 北風 呂町

11.5南 中町

46.5・ri南城戸町

24,a毘 沙 門町

25※ 公納堂町

35※ 福智院 町

35※ 紀寺町

36※ 京終町

24.5※ 花園町

25※ 鳴川町

774.529町

(284.5490鏤黝

〈5番 〉

4軒

3

27

12

14

11

1

27

油坂地方町
百万辻子町

坂新屋町
奥芝町
芝辻町

菖蒲池町
三棟町

※奥子守町

30※ 北 向町

20※ 馬場町

21.5※ 柳町

,26※ 杉 ケ町

29※ 南新町

16.5※ 南袋町

1Q※ 小太郎町

17※ 南風 呂町

13※ 芝突抜町

11※ 十輪院畑 町

30※ 十輪院町

15※ 川之上町

28殫 川之上突 抜町

10.5※ 京終地方 西側

9.5※ 京終地方 東側

15※ 瓦堂町

23※ 築地之内町

10※ 納院町

43426町

(72362。磐掛龜)

〈半田方〉

4軒

10

5

11

11

8

9

6

9

10

9

11

8

13

7

9

9

7.5

8.5

11

4

4

8.5

5

11

16

22

18

26

21

興善院町

北御門町

野田町

西手貝町

北法蓮町

南法蓮町

円慶屋敷

東新在家町

西新在家町

北小路町

船橋町

北市地方町

北魚屋西町

南半田西町

南半田中町

南半田東町

半田横町

北半田中町

北半田東町

北半田西町

半田突抜町

北魚屋東町

後藤町

押小路町

川久保町

中御門町

東笹鉾町

東包永町

西包永町

西笹鉾町

3北 川端町

12北 袋町

336.532町

社寺下

大乗院門跡下

9軒 片原町

28北 天満町

興福寺下

55軒 高畠村

112紀 寺村

80木 辻村

75三 条村

興福寺成身院下

129軒 清水村

十三ケ寺下
19軒 肘塚町

27椚 町

17竹 花町

般若寺下

59軒 般若寺町

東大寺下

31軒 水門村

51雑 司村

8油 倉村

5野 田村

興福寺法雲院下

9軒 登大路町

興福寺発心院下

5軒 西新在家号所

二条寺主号所
内侍原町之内

7軒 二条借屋

植村伊勢守殿
御預り所

4軒 川上村領川上
出屋敷

植村伊勢守殿
御預 り所

10軒 城戸村

43奈 良坂町

春 日社家下
30軒 高畠村

春 日社祢宜下

47軒 高畠村

4不 空院町

4頭 塔山下

868

注 半田方の集計は10軒分のちがいがあるが、ここでは史料のまま示した
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第三章 奈良町の盛衰

の
町
組
(ト
陀
狗
ゆ
眄
施
駝
黼
砿
で
)と
半
田
方
に
ま
と
め
て
賦
課
軒
数
を
き
め
て
い
る
。
こ
の
設
定
に
つ
い
て
の
手
続
き
は
不
明
で
あ
る
が
、
町

代
が
上
か
ら
割
り
あ
て
た
も

の
と

み
て
よ
い
。

鍋
屋
町
と
鵲
町
が

一
部
の
免
税
特
権
を

も

っ
て
い
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る

が
、
宿
割
と
い
う
の
は
、
薪
能
や
春
日
若
宮
祭
礼
の
入
用
銀
高
を
、
総
町
の
賦
課
軒
数
111
1
O
七
軒
で
割

っ
た
分
を
納

め
る
も

の
で
、

年

ご
と
に
の
負
担
金
が
ち
が

っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
各
町
が
ど
の
組
町
に
入
れ
ら
れ
る
か
が
、
町
民
に
と

っ
て
は
非
常
に
重
大
な
こ
と
で
あ

っ
た
。
年
次
が
、

は

っ
き
り
し
な
い
が
、
表
50
の

「町
掛
り
定
法
」
で
わ
か
る
と
お
り
、

一
之
町
(
一番
)
が
家
別
の
負
担
が

一
ば

ん
多
く
、
五
之
町
(五
番
)

が
最
小
負
担
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
何
の
入
用
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
同
表
中
の
例
1
は
社
寺
下
を
除

い
た
も

の
、
例
H
は
社
寺
下
を

町 掛 り定 法表50

例 豆例1

家別 代 銀
匁

189.475

197.1

236.685

139.41

30.38

43.745

156.24

993.035

分

5.5

4.5

3.1

1.8

0.7

1.s

ユ.8

家別 代 銀
貫

2.067

2.190

2.7486

1.78135

0.5208

0.6057

9.91345

匁

6

5

3.6

2.3

1.2

1.8

基準賦課
軒 数

軒

344.5

438

763.5

774.5

434

336.5

868

3,959

一之町

二之町

三之町

四之町

五之町

半田方

社寺下

計

ふ
く
ん
だ
ぼ
あ
い
で
あ
る
。

さ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
町
掛
り
」
に
ど

の
よ
う
な
も
の
が
あ

っ
た
か
は
、
年
間
を
通

じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
表
51
で
、
お
よ
そ

の
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
天
保
三
年

(穴
三二)
十
月
分
の
町
掛
り
目
録
が

あ
る
の
で
、

そ
の
収
支
決

算
表
を
つ
く
る
と
表
52
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
収
入
の
部
を
み
る
と
、

一
之
町
以
下

の
賦
課
軒
数
に
よ
る
定
法
に
よ

っ
て
算
出
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。

各
町
に
割
り
当
て
ら
れ
た
入
用
負
担
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
各

町
自
身

の
入
用
も
町
民
の
負
担
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
東
向
北
町
で
は
享
保
十
五

年

(一七三〇)
の
経
常
諸
経
費

の
賦
課
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

一
日
待
入
用
割
付

三
八
軒

当
屋
は
月
行
司
が
勤
め
る

一
春
日
講
入
用
割
付

三
九
軒

年
預
当
屋
は
家
も
ち
回
り
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表51町 掛 り 表

〈6月 分〉

年頭御礼 惣年寄2人 江戸下 り入

用路用

八朔御礼 晒布代銀

八朔御礼 惣年寄1人 江戸下 り路

用

八朔御礼之節 熨斗水引代

薪御能入用

大坂御 目付御越御宿坊入用

宿送 り人足 賃銀

御触書和州15郡 へ指送賃銀

(12～5月)

御役人方 御代官 手付手代御奉

行様

遠方寺社御巡見人足賃銀(12～5月)

御役所外側練塀修復入用(12～5月)

宗 旨浪人鉄砲御改入用

町代部屋入用(12～5月)

町代5人 給米代銀 入用(1～6月)

小仕1人 給銀入用(半季分)

〈10月 〉

鹿角伐入用'

出火鳶人足馳付 若草山芝焼賃銀

入用

春 日若宮御祭礼之節 町方所h二

鳶人足50人 賃銀

〈11月 分〉

当八朔 御礼 惣年寄 ユ人江戸下 り

路用不足入用

来年頭御礼 御晒布代 銀入用 御奉

行

御用人中 御与力中方共 来年頭

御礼 惣年寄2人 江 戸下 り路用之

内先渡銀入用

来年頭御礼之節 熨 斗水 引代

〈12月 分〉

春 日若宮御祭礼 松 之下御旅所入

用

宿送 り人足賃 入用(6～it月)

御触書和州15郡 へ指送 り賃銀

(6～11月)

御役 人 御代官 手 付手代 家来

与力 同心 其外付 出人足賃入用

(6～11月)

御役所外側練塀修復 入用(6～ エ1月)

町代部屋 入用(6～11月)

来年頭御役所立砂持 人足賃

町代5人 給米銀入用(7～12月)

小仕1人 給銀入用(半季分)

外 その都度 又は10月 掛 り

御奉行代 り之節 鳶 人足看板之合

印切符役入用

鳶人足看板替

龍吐水修繕入用

6月又は12月に時々

御老中御越并諸役人御越入用

御高札修復 仕替入用

火之見櫓修復 建替入用

町代部屋畳表替入用

御奉行代り 江戸下り并江戸表二

而上ケ物 桑名二而上ケ物入用臨

時入用之分

丶
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衰盛S町良奈章三第

一
自
身
番

三
一
軒

一
火
消
人
足
賃

三
二
軒

一
当
番
賃

四
〇
軒

一
町
掛
り
銀
・
年
預

・
八
朔

四
〇
軒

こ
の
ほ
か
の
掛
り
も
の
は
こ
の
割
付
け

一
宗
旨
御
改

総
人
数
に
人
別
割
付
け

踊
殿
様
御
礼

四
〇
軒

こ
の
こ
ろ
の
同
町
の
役
家

は
二
九
軒

(隊
轍

獻
肄
二
⇒輻
家
粛
些
輛
)
で
あ

っ
た
か
ら
、
「
宗
旨

御
改
」
を
除
い
て
こ
の
軒
数
で
運
営
し
た
こ

と
に
な
る
。も

っ
と
も
享
保
十
三
年

(
一七二八)

ま
で
は
、
四
人
の
惣
年
寄
と
五
人
の
町
代

へ

年
頭

・
八
朔
に
そ
れ
ぞ
れ
銀

一
包
(一匁
ト
竕
分
)

の
祝
儀
を
出
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
の
年

に
こ
れ
は
停
止
さ
れ
て
い
る
。

ほ
か
に
町
内
の
溝
掃
除

・
石
橋

の
修
理
費

に
臨
時
の
集
金
を
し
た
し
、
春
日
社
な
ど

へ

の
鈞
灯
籠

・
石
灯
籠
建
立
の
た
め
の
寄
付
集

め
も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
町
民
た
ち
は
労
力
奉

52表 天保3年(1832)10月 分 町掛 り収 支決算表

支 出 収 入

鹿角伐人足賃

革手袋代105匁3分7厘

鋸 目立賃

網竹縄代

其外

去10月25日 若草山焼

2月20日 紀寺町出火

3月4日 北袋町出火

3月4日 北道 出火

7月7日 東大寺知足院出火

519匁4分8厘

8月1日 巽方 出火

8月5日 春 日山大杉出火

8月10日 春 日山梅 ノ瀬出火

以上8回 鳶人足 出動賃銀

龍吐水2基 修繕入用71匁2分3厘

11月27日 若宮祭礼 鳶人足50人 賃銀

(1人2匁2分5厘)112匁5分

計808匁5分8厘

(前年よりも494匁2分1厘増)

一 之 町 賦課149匁9分2厘

(4分4厘8毛 ×344.5)

注4匁4分2厘 橋本町34軒役引 く

二 之 町 賦課

(3分6厘6毛 ×438)

三 之 町賦 課

(2分5厘3毛 ×763.5)

四 之 町賦 課

(1分4厘7毛 ×774.5)

注 二条借屋分7軒 分

ユ60匁2分

196匁0分8厘

五 之 町 賦 課

(5厘7毛 ×434)

半 田方 賦課

(1分6毛 ×336.5)

社 寺 下 賦 課

(1分4厘7毛x868)

注 二条借屋7軒 公1匁2厘9毛 引く

計

115匁

1匁2厘9毛 加える

24匁7分4厘

36匁0分9厘

126匁5分5厘

808匁5分8厘

注 「毛」以下切捨て
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仕
に
出
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

た
と
え
ぽ
享
保
十
四
年

(
一七ゴ九
)
に
町
方
か
ら
は
、

大
仏
殿

の
土
手

の
土
運
び
や
、
興
福
寺
の
灰
の
け
作

業

の
た
め
に
、
各
町
は
の
ぼ
り
を
立
て
て
参
加
し
た
。
作
業
後

は
、
各
町
の
経
費
か
ら
酒
肴
を
出
し
て
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
方
法
を

と

っ
た
。

こ
の
ほ
か
奈
良
奉
行
か
ら
、
御
囲
籾
方
諸
入
用
に
あ
て
る
た
め
町
民
に
貸
し
付
け
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
町
民
の
営

す

も
う

業
税
に
あ
た
る
冥
加
銀
が
あ

っ
た
。
各
種
の
商
工
業

に
従
事
す
る
商
人
の
問
屋

・
株
仲
間
か
ら
、
あ
る
い
は
芝
居

・
相
撲
の
利
益
か
ら

な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
町
内
か
ら
上
納
金
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

た
と
え
ば
東
向
北
町
で
は
、

天
保
十

四
年

(
天
四三
)
の
三

月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
四
回
に
わ
け
て
金
三
六
両
弐
朱
と
銀
弐
匁
を
年
寄
と
月
行
事
が
奉
行
所
に
持
参
し
て
い
る
。

し
せ
い

町
の
自
治
運
営

の
な
か
に
み
ら
れ
る
町
民
の
つ
き
あ
い
の
う
ち
、

そ
の
市
井

の
生
活
の
な
か
で
欠
か
せ
な
い
も

の

冠

婚

葬

祭

に
、
い
わ
ゆ
る
冠
婚
葬
祭
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

町
掟
な
ど
に
く
わ
し
く
取
り
き
め
ら
れ
て
い
て
、

表53井 上町の諸祝儀出銀表

銀1枚

銀2枚

銀10匁

だし、米2斗代)

銀10匁

銀20匁

銀1枚

 

入

銀

替

所

覚目

会

積

表

定

侠

飄

銀3匁

銀3匁

銀3匁

金100疋

倦

※

※

 酒
指

礼

樽

酒

酒

変表

子

入

・

料

婿

養

刀

婚

舞

水

嫁

子

入

振

※借家はそれぞれ2匁

祝
儀

・
不
祝
儀

の
出
銀
も
、
会
所
の
寄
合
い
で
約
束

し
て
い
た

の

で
あ

る
。井

上
町
で
は
安
永
三
年

(
一七茜
)
に
は
表
53
に
み
る
と
お
り
で
あ

っ
た
。

一
〇
項
目
に
わ
た

っ
て
規
定
し
て
お
り
、
家
持
と
借
家
で
は
そ
の
一
部
に

負
担
の
差
が
あ

っ
た
。
振
舞
料
の
う
ち
、
入
婿
の
ぼ
あ
い
は
養
父
母
の
い

ず
れ
か
が
健
在
で
あ
れ
ぽ
、
定
目
の
養
子
酒

の
負
担
だ
け
で
す
ま
し
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
れ
に
養
子
先
に
入
婿
が
お
さ
ま
ら
ず
、
家

の
相
続
が
で
き

な
い
ま
ま
引
き
取

っ
た
と
き
は
、

「縄
引
十
分

一

七
歩
銀
」
と
し
て
い

る
。
表
替

・
表
変
は
相
続
な
ど
に
よ
る
戸
主

の
名
義
変
更
で
あ
ろ
う
し
、

208



第三章 奈良町の盛衰

耐
齢
ゲ
と
書
く
と
き
も
あ

っ
た
。
養
子
酒
は
婿
養
子
を
と

っ
た
と
き
の
披
露
で
、
嫁
入
酒
は
娘
を
嫁
入
り
さ
せ
た
披
露
、
子
酒
は
出
産

く
ん
な
か

披
露
で
あ
る
。
大
和
の
国
中

の
秋
祭
り
で
は
若
者
た
ち
が
、
そ
の
年

に
婿
養
子
を
迎
え
た
家

の
門
口
に
ダ
ン
ジ
リ
を
立
て
て
、
水
を
つ

め
た

一
対

の
酒
樽
を
置
き
出
入
り
を
ふ
さ
い
だ
。

そ
の
家
で
は
急
い
で
樽
の
水
を
ぬ
き

酒
を
つ
め
て

お
返
し
を
し
た
と
い
う
。

こ
れ

を
水
樽
と
よ
ん
だ
か
ら
、
井
上
町
で
も
こ
の
こ
と
を
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
刀
指
は
町
会
所
初
参
の
人
の
お
礼
で
あ
る
。

こ
の
定
目
、

振
舞
料

の
ほ
か
に
、
た
と
え
ぽ
延
宝
七
年

(一六七九
)
、
井
上
町
の
新
九
郎
の
家
に
弥
三
郎
が
聟
入
し
た
と
き
、

家

つ
き

娘

の
お
と
ら
は
嫁
入
り
酒
と
銀
三
匁
を
、
弥
三
郎
も
銀
三
匁
を
町

へ
納
金
し
、
ほ
か
に
町
の
人
々
へ

「指
樽
二
荷
、
鯛

一
掛
、
平
牛
房

二
把
、
昆
布
二
束
、
鳥
目
三
〇
疋
」
を
振
舞

い
に
出
し
て
い
る
。

宝
暦
十
三
年

(一七六三)
の
鳴
川
町
の

「
町
定

一
件
」
(翫
鑼
醐
)
に
ょ
る
と
、
毎
年
正
月
十

一
日
に
町
中
が
寄
合
い
食
事
を
す
る
こ
と
に
し

て
い
た
。
こ
れ
ら
の
費
用
に
、
町

へ
納
め
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ぽ
、
子
酒
と
し
て
男
は
米

一
斗
、
女
六
升
、
刀
酒
は
米
二
斗
、
お

も
て
替
り
は
米
二
斗
、
水
樽
は
銀
二
匁
ず
つ
(鵬
塚
知
嶽
包

を
出
し
合
う
定
め
で
あ

っ
た
。
ほ
か
に
綿
町
が
保
管
す
る

「定
目
記
」
、
公
納

堂
町
の
天
明

・
寛
政
期
(↑
紺
M
@
○
)
の
参
会
帳
面
に
ほ
ぼ
同
様

の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

つ
ぎ
に
葬
儀
に
つ
い
て
み
る
と
、
餅
飯
殿
町
の

「定
」
が
あ
る
。

1

町
内
葬
礼

を
出
す

こ
と

2

親
子

・
兄
姉

・
妻

・
祖

父
祖
母

・
舅

の
死
去

の
と
き

は
、
借
家
人
も
含

め
町
全
員
悔

み
、
葬
礼
と
も
に
出

る
こ
と

3

弟
妹
、
簟

の
死
去

の
と
き

は
、
借
家
人
も
悔
み
に
出

る
こ
と

4

他
所

で
死
去

し
た
と
き
も
、
前
項

の
と

お
り

に
出

る
こ
と

5

葬
礼

は
町
内

で
お

こ
な

い
、
他
所

で
は
出
さ
ぬ
こ
と

6

葬
礼

は
午
後
十
時
ま
で
に
出
す

こ
と
、
そ
れ
よ
り
遅
く

は
出
さ
ぬ
こ
と

7

子
供
十
歳
以
上
は
葬

礼
を
出
す

こ
と
、
以
下
は
親

の
気
持

の
ま
ま
の
こ
と
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8

町
内

で
親
が
死
去

し
た
と
き
は
、
七
日
間
、
鳴
物

・
音
曲

は
遠
慮
す
る

こ
と
、
兄
弟

・
妻
子
そ

の
ほ
か
は
三
日
間
遠
慮

の
こ
と
、

十
歳
以
下

の
子
供

の
と
き
は
遠
慮

し
な
く
と
も
よ

い

9

他
所

.
他
町
に
住

ん
で
い
る
親

の
死
去

の
と
き

は
、
三
日
間
鳴
物

・
音
曲
を
遠
慮
す

る
こ
と
、
親
以
外

の
と
き
は
遠
慮

し
な
く
と
も
よ

い

こ

の

よ
う

な

約

束

を

堅

く

守

る

よ
う

に
申

し

合

わ

せ
て

い
る
。

中

筋

町

の
ば

あ

い

は

つ
ぎ

の
と

お
り

で
あ

っ
た
。

1

葬
礼

の
節

は
不
参
な
く
出
る
こ
と
、
万

一
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な

い
用
事

の
た
め
と

か
、
代
参
者

の
な

い
と
き
は
、
帰
宅
後
、

悔
み

に
行
く

こ
と

2

家
持
人

の
父
母

・
妻
子

・
兄
弟

・
伯

父

・
伯
母
は
、
他
所

で
も
悔
み

に
行
く

こ
と

た
だ
し
、

七
歳
未
満

の
小
児

の
ば
あ

い
は
葬
礼
に
出
な
く
と
も
よ

い
、

八
歳
以
上

は
悔
み
に
出

る
こ
と

3

家
持
人
の
男
女
養
子

・
嫁
入
先

の
舅

・
姑

・
聟

の
ば
あ

い
は
行
く

こ
と

た
だ
し
、
兄
弟

は
同
家
住
居

の
人

に
限
る
、
他
家

へ
出

て
い
る
人
は
行

か
な
く
と
も
よ

い
、
舅

・
姑

は
別
居
で
あ

っ
て
も
悔
み
に
行
く

こ
と

4

家
持
人

の
妻

の
里
の
ば
あ

い
、
父
母

に
つ
い
て
は
右
と
お
な
じ
、

た
だ

し
、
兄
弟
で
あ

っ
て
も
、

里

の
相
続
人

で
あ
れ
ば
悔
み
に
行
く

こ
と

東
向
北
町
で
は
忌
中

の
役
儀
免
除
を
き
め
て
い
る
。
ま
た
、
父
母
の
忌
中
は
五
〇
日
、
妻
の
忌
中
は
三
五
日
、

惣
領

(長
子
)
は
二
〇

日
、
末
子
は

一
〇
日
と
定
め
た
。
町
役
に
つ
い
て
は
、
月
行
司

・
手
桶

・
自
身
番

・
日
待
の
掛
り
も

の
は
こ
の
期
間
免
除
し
、
年
役
の

年
寄
で
あ
れ
ば
、

翌
年
に
勤
め
る
こ
と
に
す
る
。

春
日
講

の
当
屋
に
あ
た

っ
て
い
る
人
は
、

雑
用
代

一
〇
匁
を
納
め
て
当
屋
を
辞
退

し
、
正
月
の
年
預

の
ば
あ
い
も
同
様
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
の
掛
り
も

の
は
規
定
の
と
お
り
に
決
定
し
て
い
た
。
ま
こ
と
に
き
め
の
細
か

い
行
き
届
い
た
配
慮
で
は
あ
る
が
、
他
面
、
町
の
自
治
の
た
め
と
は
い
え
、

日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
わ
た
る
拘
束
ぶ
り
が
う
か

が
わ
れ
る
。

鴨

火

消

し

奈
良
町
の
火
消
し
制
度
は
江
戸
時
代
の
は
じ
め
か
ら
整
備
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
火
災
の
齷

が
き
わ
め

て
高
い
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
い
わ
ゆ
る
町
火
消
し
は
、
慶
安
四
年

(=
ハ五
一)
町
中
か
ら
火
消
し

の
手
桶
を
出
す
こ
と
に
な

っ
た
の
が
は
じ
め
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
火
消
し
の
手
桶
が
ど
の
て
い
ど
行
き
わ
た

っ
て
い
た
か
は
判
明
し
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宝 永年 間(1704～1710)手 桶 数表54

2

7

3

3

7

9

4

4

2

3

8

3

5

6

1

5

6

0

4

4

3

3

4

5

3

2

4

3

2

2

1

1

ー

ユ

ー

1

1

1

1

1

1

1

1

け

　

け

け

け

　

　

　

　

　

け

け

け

け

け

け

け

　

け

け

け

け

　

け

　

け

　

け

け

描
貝箋

聴

義
韓
国
天響

鱸

財
雛

驚

鸞

今

手
今

上

下
今

林
本

高

内
奥

漢
高

油
菖

奥

坂
半

南

北

奈
東

舟

北
西

南

18

20

13

16

11

13

8

21

14

3

21

17

14

U

8

3

23

14

15

22

13

8

21

15

5

12

U

18

23

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

町

本
瀦

之
華

纛

鹸

芝
院
屋
川
∴

井
井
振
麓

貅
上

花

宿
鍋

小

北
寺

元
樽

椿
角

同
小

西

油
押

橋
餅
南

今

池
鶴

不
中

大

同
坊

東

表55延 宝8年(1680)火 消役

頭 鵲 町
小頭 下清水町
小頭 油 坂 町

小頭 瓦 堂 町
小頭 南 新 町

小頭 高 天 町
小頭 林小路町

小頭 押 上 町

小兵衛

市 衛組1
六 衛組1

喜 治組1
吉 衛組 ユ

仁 衛組1
次 衛組1

作 衛組1

人

人

人

人

人

人

人

尸0

8

4

厂0

4

Q
g
FO

丘
ハ
丘
ハ
平

丘
ハ
丘
ハ
丘
ハ
丘
ハ
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な

い
が
、
十
八
世
紀
の
は
じ
め
ご
ろ
の
よ
う
す
は
、
ほ
ぼ
表
54
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、

五
八
町
が
六
八

一
個
の
手
輔
を
用
意

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
・
つ
ぎ
の
表
55
の
と
お
り
火
消
役
が
、
延
宝
八
年

(
ニハ八〇
)
に
定
め
ら
れ
た
。
頭

一
人

.
小
頭
七
人

.
組
人
数

一
〇
四
人
の
制
度

化
で
あ

っ
た
。

こ
の
制
度
が
ど

の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、

宝
永
元
年

(一七〇四)
四
月
の
大
火

の
に
が

い
経
験

は
、
消
防
制
度

の
整
備
を

一
そ
う
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
と
に
こ
の
と
き
、
応
援
に
か
け

つ
け
て
油
留
木
町
や
東
向
北
町
の

あ
た
り
で
活
躍
し
た

郡
山
藩
本
多
家

の
火
消
役

の
あ
り
さ
ま
は
、

そ
の
こ
ろ
の
人
々
の
話
題
に
も
の
醸

っ
た
と

い
う
か
ら
、

と
う
ぜ

ん
、
こ
の
制
度
化
は
急
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

翌
宝
永
二
年

(
一七〇五
)
に
は
奈
良
町
三
か
所
に
火
の
見
櫓
が
設
置
さ
れ
た
が
、

そ
の
高

さ
は

一
丈
二
尺
、そ

の
場
所
は
薬
師
堂
町
の
薬
師
堂
の
棟
の
う
え
、脇
戸
町
の
辻
子
入
口
の
屋
根

の
う
、兄
、
興
善
院

町
の
南
の
は
し
小
路
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入
口
の
屋
根
の
う
え
で
あ

っ
た
。

『
奈
良
坊
目
拙
解
』
に
は
般
若
寺

に
も
設
置
し
た
と
あ
る
。
な
お
、

興
善
院
町
の
も

の
は
享
保
十
五
年

(一耋
○)
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
火
事
人
足
を
出
す

奈
良
回
り
八
か
村
と
火
見
櫓
を
も

ち
火
見
番
を
つ
と
め
た
前
記
の
三

町
は
、
火
事
場

へ
手
桶
を
出
す
こ

と
を
免
除
さ
れ
て
い
た
。
手
桶
は

そ
の
の
ち
増
加
し
て
十
八
世
紀
末

に
は

一
一
四
か
町
内
で

コ
ニ
〇
七

個
を
負
担
す
る
ま
で
に
な

っ
て
い

た
。
こ
の
間
の
宝
永
四
年

(
一七〇七
)

に
は
、
三
二
町
分
の
手
桶
五
二
九

を
減
ら
し
、
こ
の
分
で
屈
強
な
人

足

一
〇
〇
人
を
出
す
こ
と
に
し
て

い
る
。
そ
れ
を
享
保
元
年

(一七
=
ハ)

表56 奈 良 町 の 消 防 組

清 水 源 蔵 組

馬場町{難
人足

1人
2

1

柳 町{蠶ll

南鯛{覊 桶ll

飆 呂町{覊 桶}1

北颶 町囃 御1
阿字万字町 手桶44

計30

徳田吉郎右衛門組

南市町縣1
人足

2人

2

鍋屋町{覊樫1

短 峭{覊 槻 葦

元欟{鑞1
9
倉
9
自
-
亠

花 芝 町{藷 桶1112

高 天 町 手桶55

計30

石井九郎兵衛組

小川畷李覊町

本子守町{繍

南 中 町 揚提灯1

奥子守町 手桶5

足

人

人
2

4

2

2

2

1

5

北向町{覊穐1

寺 町{轜ll

計30

西村庄左衛門組

　
よ
　
ム
リ
む
　
ム

籠
桶

灯

溜
荷
桶
提

水
張
手
揚

　町辻中

足

人

人
2

2

2

1

井上町{鞣ll

花園町{覊桶ll

川難
町{手桶

築幣
町{手桶

44

44

紀寺町{覊穐1

計30

高木又兵衛組
人足

今小齣{覊 桶1舞 人
(宝暦6.6か ら)

坂新屋町 手桶1010

油鐇
方町{手桶 ・ ・

南法蓮町 手桶

船 橋 町 手桶

奥 芝 町 手桶

22

22

・

手 貝 町 水溜箱16

今辻子町{覊 桶171172

(以 上7町 は享保8.2か ら)

計51

和田藤右衛門組

人足

東麟 町{覊 桶1塁 人

西笹鉾町 手桶77

東包永町 手桶44

靤 永町{覊桶ll

計26

総 計197人
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第三章 奈良町の盛衰

と

び

に
は

一
〇
〇
人
分

の
人
足
費
を
銀
納
に
改
め
た
の
で
、

一
人
あ
た
り
二
〇
匁
を
出
す
こ
と
に
よ

っ
て
銀
二
貫
目
を
集
め
、
こ
れ
で
鳶
人

足

一
人
当
た
り
三
〇
文
あ
て
五
〇
人
分

の
賃
銀
を
負
担
し
、

残
銀
は
銀
方

へ
納
め
た
。
寛
保
元
年

(一七璽
)
、

鳶

人
足
が
五
六
人
に
増

員
さ
れ
た
が
、
こ
の
分

は
四
七
町
で
負
担
し
、
残
る
三
六
町
は
六
組
編
成
で
消
防
体
制
を
つ
く

っ
て
い
た
。
こ
の
六
組

の
常
備
品
な
ど

は
表
56
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
水
溜
籠

・
提
灯

・
は
し
ご

・
手
桶

・
鈞
瓶
を
用
意
し
て
お
り
、
そ
の
人
足
数
は

一
九
七
人
で
あ

っ
た
。
奈
良

回
り
八
か
村
か
ら
出
た
人
足
は
六
九
人
で
、
そ
の
出
動
体
制
は
、
水
溜
籠
四
人
、
は
し
ご
四
人
、
鋸
斧
四
人
、
高

提
灯

一
五
人
、
蝋
燭

箱
掛

一
人
、
槌
二
人
、
団
扇
四
人
の
計
三
四
人
、
残
り
の
三
五
人
は
奉
行
所

へ
警
戒
の
た
め
に
詰
め
る
も
の
で
あ

る
。
六
編
成
の
人
足

も
八
か
村
の
人
足
も
、
出
火

の
と
き
は
惣
年
寄

の
指
揮
を
う
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。

火
事
が
お
こ

っ
た
と
き
、
宝
永
五
年

(一七〇八)
以
後
は
、
月
番
の
惣
年
寄

一
人
が

出
火
場
所
に
か
け
つ
け
て
そ

の
場

の
指
図
に
あ
た

り
、
他
の
惣
年
寄
は
奉
行
所
に
出
仕
し
、
奉
行
所
か
ら
は
出
番
の
与
力
が
現
場
に
お
も
む
い
た
。
町
代
は
火
災
現
場
で
手
桶
人
足
や
鳶

人
足
な
ど
に
命
令
を
下
し
、
出
火
場
所
の
図
面
を
作
成
し
て
、
奉
行
所

へ
差
し
出
し
、
消
火
に
出
動
し
た
人
夫

の
名
札
を
集
め
て
、
後

日
に
な

っ
て
、
そ
の
参
不
参
、
働
不
働
を
た
だ
し
た
。

小
火
で
す
ん
だ
と
き
は
、
鎮
火
後
、
惣
年
寄
が
奉
行

の
当
番
与
力

へ
報
告
す
る
の
で
あ
る
が
、
奉
行
が
直
接
報
告
を
聞
く
よ
う
な
と

き
は
、
惣
年
寄

は
部
屋
ま
え
の
白
砂
で
土
下
座
し
て
状
況
説
明
を
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
ま
た
、
「奈
良
役
所
雑
記
」
(絹懿

)に
よ

る
と
、
在
方

の
出
火
で

一
〇
軒
以
上
焼
け
た
と
き
は
京
都
所
司
代

へ
、

一
〇
〇
軒
以
上

の
と
き
は
江
戸

へ
注
進
し
た
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
奈
良
町

の
者
町
内
で
は
そ
れ
ぞ
れ
自
身
番

の
備
え
を
し
て
い
た
が
、
奉
行
が
町
内
を
通
行
す
る
と
き
、

あ
る
い
は
江
戸
の
将

軍
が
遠
く
の
日
光
社
参
の
と
き
で
さ
え
も
、
奉
行
所
の
命
を
う
け
て
惣
年
寄
は
各
町
内

へ
火
の
用
心
の
触
れ
を
ま
わ
し
て
い
る
。
奈
良

町
に
火
災
が
あ

っ
て
火
消
し
が
出
動
し
た
あ
と
は
、
各
町
内

へ
火
消
賃
の
割
り
当
て
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
金

し
た
。
た
と
え
ば
貞
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享
三
年

(=
ハ八六)
、
井
上
町

へ
は
銀
二
五
匁

の
割
り
当
て
が
あ

っ
て
、

一
人
あ
た
り
四
五
文

の
火
事
見
舞

い
を
出

し
て
い
る
。

た
だ
、

た
ぽ
こ
屋
七
人
に
は
割
り
当
て
は
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
奈
良
町
の
火
災
に
は
、
さ
き
に
、
ち
ょ
っ
と
ふ
れ
た
郡
山
藩
か
ら
消
火
の
応
援
に
か
け
つ
け
る
き

ま
り
が
あ

っ
た
。
郡

山
藩
主
は
禁
裏
守
護
の
大
任
と
南
都
火
消

・
京
都
火
消

の
大
役
を
付
帯
役
目
と
し
て
命
じ
ら
れ
、
「京
都
南
都
駆
番
人
数
」
と
い
う

の

が
、

つ
ね
に
待
機
し
て
い
た

(『献
蝌
螂
山
)。

明
和
五
年

(一七六八)
の

「
火
之
番
覚
帳
」
(擲
躪
購
卿
酷
翻
鮴
觝
手
)
に
よ
る
と
、
「南

都

火
事

二
罷

越
候
節
、
同
心
廿

一
人
立

二
付
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
寛
政
十
年

(一七九八)
の
記
録
(藻

」)
に
ょ
る
と
、

つ
ぎ

の
よ
う

で
あ

っ

た

。

手
組
并
馳
付
共
弐
拾
壱
人

革
羽
織
股
引
着

御
用
高
提
灯

壱
張

若
党

弐
人

自
分
高
提
灯

壱
張

鑓
持

壱
人

草
履
取

壱
人

口
付

壱
人
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